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カロリング期の「カピトゥラリア」に関する近年の研究動向
― MGH新版刊行担当者らによる近年の仕事を中心に―

津　　田　　拓　　郎

は　じ　め　に

　筆者は2012年 3月に「カピトゥラリアに関する近年の研究動向」とのタイトルで、主として1990

年代以降に刊行された「カピトゥラリア」関係の研究動向を網羅的に紹介することを試みた（津田 

2012b 1）、以下「前稿」と表記）。そこでは、伝統的に「フランク君主の勅令」であるとみなされてきた

「カピトゥラリア」に対する研究者の認識が大きく変化しはじめていること、「カピトゥラリア」と

いう史料類型の存在そのものを疑う見解も現れていることなどが指摘されるとともに、近年議論さ

れているいくつかの論点が提示された。しかし、その後の 3年間において、「カピトゥラリア」研

究はさらに大きく進展している。様々な事情から大幅に遅れていたMGHの新版刊行プロジェクト

が本格的に動き出すとともに、新版刊行を担当する 5人の研究者がワークショップを組織して、一

連の「カピトゥラリア」に関する研究論文を刊行したのである。以下ではこうした「カピトゥラリ

ア」の新版刊行担当者らの仕事をたどりつつ、他の研究者による近年の研究成果も踏まえて「カピ

トゥラリア」研究の現状を分析する。こうした研究動向と、本科研プロジェクトの枠内で公表する

ことが出来た筆者自身の仕事との関連性について報告することが本稿の目的である。

　以下本稿では「カピトゥラリア」（単数形：「カピトゥラーレ」）の語を、「研究者たちによって『カピ

トゥラリア』として扱われてきたテクスト群」一般を指して用いる。「研究者たちによって『カピト

ゥラリア』として扱われてきたテクスト群」とは、基本的にMGH版（現在利用可能な版は19世紀末の

ボレティウス・クラウゼによる版）に含まれるテクストとほぼ一致するのではあるが、論者によって

どの範囲のテクストを「カピトゥラリア」とみなすべきかの理解が多様であるため、明確な定義を

行ったうえで研究動向を紹介することは困難である。なお、本稿では便宜上「カピトゥラリア」と

いう史料類型の存在を大前提としているかのごとく叙述が行われるが、このような前提は筆者自身

の理解とは必ずしも合致していないことも断っておきたい。

1） http ://www2. lit.kyushu-u.ac. jp/~his_west/siryo_ron/houkoku_syo/houkoku_syo_main.htmlで閲覧可能。
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MGHによる「カピトゥラリア」新版計画

　当初MGH「カピトゥラリア」の新版刊行を担当することとなっていたのは、フライブルク大学

の H. モルデクであったが、彼が2006年に死去したため、新版刊行計画は大きく 2つに分かれて進

められることとなった。6世紀からシャルルマーニュの死亡年（814年）までの時期の「カピトゥラ

リア」については、モルデクが生前ある程度作業を進めていたこともあって、その弟子であるM. 

グラットハールに刊行作業が委ねられた。他方でルイ敬虔帝時代以降に関しては、K. ゼヒール・

エッケスが担当することとされた。ところが、彼もまた刊行作業に手をつけることなく2010年に死

去してしまう。こうした状況を受けて、2011年、MGHはルイ敬虔帝以降の「カピトゥラリア」の

刊行を、P. ドゥプルー、S. エスダース、S. パッツォルド、K. ウーブルの 4名に委ねることを決定

するに至った 2）。

　現在ルイ敬虔帝時代以降の「カピトゥラリア」刊行プロジェクトはケルン大学のウーブルを中心

に進められており、2014年 4月からはノルトライン・ヴェストファーレン・アカデミーのプロジェ

クトとして、多額の補助金を得つつ16年間にわたって継続されることが決定している 3）。新版は

何冊かの分冊の形で刊行されるとのことであるが、現段階では刊行時期や分冊数等の詳細は未定の

様子である。他方で、ケルン大学の「カピトゥラリア」新版刊行プロジェクトのホームページ

（http://capitularia.uni-koeln.de/）上では、各写本中の「カピトゥラリア」部分のトランスクリプショ

ンが写本ごとに xml形式で公開されることが予告されている。2015年 1月段階で閲覧可能なデー

タはごく少数にとどまっているものの、ルイ敬虔帝期の「カピトゥラリア」に関するトランスクリ

プションは2017年までに公開が完了するとのことである。また、同じくケルン大学の「フランク王

国における世俗法写本データベース」（http://www. leges.uni-koeln.de/）では、それぞれの写本デー

タのページから、モルデク作成の「カピトゥラリア」写本目録（Mordek 1995b）該当ページの PDF

データを閲覧することが可能となっており、「カピトゥラリア」研究にとっても極めて有益なもの

となっている。

一般訓令の新版

　前稿（津田 2012b）以降の「カピトゥラリア」の研究動向において最も重要なのは、シャルルマー

2） http ://capitularia.uni-koeln.de/projekt/ueber-das-projekt/（2015年月閲覧）。
3） C. Märtl, ‘Monumenta Germaniae Historica. Bericht über das Jahr 2013/14’, Deutsches Archiv für 

Erfor schung des Mittelalters 70, 2014, p.X.
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ニュの最重要「カピトゥラリア」ともみなされてきた「一般訓令 Admonitio generalis」の新版 4）が

刊行されたことである。この新版は旧版と比較した場合、跋文や条項番号などにおいていくつかの

重要な改訂が行われており、旧版とは異なりドイツ語対訳も付されている。また、写本情報などに

とどまらず、この史料自体についてのかなり詳細な分析が行われている点も重要である。例えば、

本文部分の成立についてはアルクインの関与を部分的にのみ認め、しばしば著者（の一人）とみな

されてきたオルレアン司教テオドゥルフの関与は否定するなど、これまでの通説を覆す新説が提示

されている。シャルルマーニュが意図した通り、国王巡察使を通じた王国各地へのテクストの配布

が実現していた可能性が高いこと、その際には小冊子のような形でテクストが複製されていたらし

いことが指摘されている点も、この時代の文書利用を考える際に重要である。なお、「一般訓令」

については旧版を底本とした河井田による邦訳（河井田 2005a）と注解（河井田 2005b）があり、邦語

の研究文献においても何度か取り上げられてきたが（五十嵐 2010；多田 1995;津田 2005）、近年多田

は民衆教化を扱う研究書（多田 2014）中の 2つの章を「一般訓令」に関する議論にあて、1995年の議

論をベースにしつつも、MGH新版における新説も踏まえて大幅な加筆を施し、このテクストにつ

いての極めて詳細な分析を提示している。

　さて、MGHの「一般訓令」新版においては、「一般訓令」成立に至るまでの歴史的背景や、その

後のシャルルマーニュ治世の史料における「一般訓令」の利用といった論点も詳細に議論されてお

り、「一般訓令」にとどまらず、シャルルマーニュ期の「カピトゥラリア」をめぐる諸問題を考える

場合に重要となる知見もいくつか含まれている。すべての論点を紹介することは出来ないが、例え

ば、806年前後の国王巡察使派遣に際して用いられたと思われる諸文書（「カピトゥラリア」）につい

て、かなり詳細な分析が行われていることを指摘出来る。他方でさまざまな角度から詳細な議論が

行われていながらも、「一般訓令」とその他の「カピトゥラリア」の相違についての編者の見解は明

言されておらず、「カピトゥラリアとは何か」という問題について正面から取り組む姿勢も見られ

ない。私見では、国王巡察使を通じた王国中への体系的な写しの送付といった事例は、他の「カピ

トゥラリア」に一般化することが出来るようなものではないため、この点についての説明が欠けて

いる点にはやや不満が残った。今後刊行される他の「カピトゥラリア」の版において編者の理解が

披露されることを期待したい。

「カピトゥラリア」を扱う博士論文

　2013年、『ルイ敬虔帝時代（814－840）におけるカピトゥラリア法と証書慣行』と題する博士論文

4） H. Mordek, K. Zechiel-Eckes and M. Glatthaar（eds.）, Die Admonitio generalis Karls des Großen, Fontes 
iuris germanici antiqui in usum scholarum separatim editi 16, Hannover, 2012.
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がWeb出版の形で刊行された（Mischke 2013）5）。序文によると、本研究は、ボン大学のテオ・ケル

ツァーが進めるMGHのルイ敬虔帝証書刊行プロジェクトの枠組みの中で進められた仕事である。

本論部分では御料林・通行税・財産返還という 3つの領域において、国王証書に見られる慣行と

「カピトゥラリア」に見られる規範の関係性についての考察が行われている。第 1章においては「カ

ピトゥラリア」研究の現状が分析されており、最新の研究動向が紹介されてはいるものの、本研究

において「カピトゥラリア」は君主の意図が反映された史料として、現実の慣行が反映された史料

としての国王証書と対比されて理解されている。動向紹介部分では「カピトゥラリア」を柔軟に理

解するべきことなど最新の知見を踏まえて分析を行うことも予告されてはいるものの、本論部分で

の「カピトゥラリア」の用いられ方はむしろ伝統的な枠組みを脱していないとの印象を受けた。も

っとも、「カピトゥラリア」に見られる規範が証書に見られる現実の慣行の中に相当程度反映され

ているという点の指摘は、今後の「カピトゥラリア」理解にとっても一定の意義を持つものであろ

う。

　同年ミュンヘン大学に提出された菊地重仁による博士論文（Kikuchi 2013）は、国王巡察使制度を

網羅的に検討するものであるが、菊地は「カピトゥラリア」を国王巡察使と極めて密接に関係した

文書群であると捉えているため、本研究においてはカロリング期の「カピトゥラリア」がかなり詳

細に分析されている。当該博士論文は現在刊行準備中とのことであるが、そこで行われた議論の一

部は、いくつかの邦語論文の形で刊行されている（菊地2012；菊地2014a；菊地2014b）ため、以下で

「カピトゥラリア」研究にとって重要な論点をいくつか紹介していきたい。

　『西洋史研究』論文（菊地 2014a）は、国王巡察使（菊地論文においては「ミッシ・ドミニキ」とカタカナ

表記）を用いた情報伝達が扱われており、「カピトゥラリア」や回状形式の命令書などさまざまな種

類の文書がその際に用いられたことが、いくつかの実例とともに紹介 ･分析されている。「カピト

ゥラリア」の理解に関して重要であると思われるのは、国王巡察使が（しばしば「カピトゥラリア」の

形で文字化されている）命令 ･規範の共同策定者でありかつそうした命令 ･規範の伝達者にして遂行

者だったという指摘、君主と在地の間を巡察使が短期間の間に何度か行き来して在地の状況を君主

に報告している事例の指摘、そうした命令伝達 ･執行形態が見られる時期が各君主治世において何

度か（のみ）あらわれることの指摘である。加えて、こうしたケースが決して典型であったわけで

はないという点が指摘され、当時の慣行の「柔軟性」が強調されていることも見落とせない。同稿

の分析は体系的 ･網羅的なものというよりは、エクセンプラリッシュなものであり、各君主治世ご

との慣行の変化に関する議論やどのような機会にどのような伝達経路が用いられたのかといった論

点の検討が十分になされているわけではないものの、こうした点については刊行準備中の博士論文

内で十分に論じられることが予想される。同稿において菊地が強調する諸点の正しさは、以下で紹

5） http ://hss.ulb.uni-bonn.de/2013/3157/3157.htmから無料で閲覧可能（2015年 1月閲覧）。
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介する近年の「カピトゥラリア」研究においても裏付けられつつあるといって良いため、博士論文

の刊行により我々の「カピトゥラリア」理解はさらに深化することが期待されるのである 6）。

　他方で『西洋中世研究』論文（菊地 2014b）は、801-803年におけるシャルルマーニュの改革に焦点

をあてたもので、議論の中心はこの時期の錯綜したクロノロジーの再検討及び「法改革」と国王巡

察使運用法の変化に関するものとなっている。したがって同稿では「カピトゥラリア」自体が主た

る検討対象になっているわけではないのであるが、801-803年に国王巡察使がさまざまな種類の文

書群（多くは「カピトゥラリア」としてMGH旧版で刊行されていたもの）とともに繰り返し派遣されてい

ること、こうした形での体系的な巡察使の派遣（と「カピトゥラリア」の利用）が789年以来10年以上

の空白を経て行われていることの指摘は、「カピトゥラリア」研究にとっても重要な論点である。

クロノロジーの再検討を行う部分において、この時期に属すると考えられるいくつもの「カピトゥ

ラリア」の性質についても最新の研究動向を十分に踏まえた上で再検討が行われている点も見落と

せない。「法改革」を再検討するという最終目的とは別に、同稿は『西洋史研究』論文で紹介 ･分析

されていた多数の事例の一つを集中的に掘り下げたものとして読むことも可能なのである。

　 2つの菊地論文からは、国王巡察使と「カピトゥラリア」の集中的利用が、789年から10年以上を

経た801-803年になってようやく再開されること、その後もこうした型が検出される機会は比較的

限られていたことが示唆されている。これは「毎年のように大量の『カピトゥラリア』を発布した

シャルルマーニュ･ルイ敬虔帝」という従来のイメージを書き変える重要な指摘であるといって良

いだろう。

新版刊行担当者によるワークショップ

　「カピトゥラリア」研究の大家であり、アンセギスの「カピトゥラリア蒐集」やベネディクトゥ

ス ･レヴィタの「（偽）カピトゥラリア蒐集」刊行の担当者である G. シュミッツの65歳の誕生日を記

念して、「カピトゥラリア」の新版刊行担当者らは、2012年 2月、テュービンゲン大学において「カ

ロリング期のカピトゥラリア」と題したワークショップを開催、その成果は2014年の Deutsches 

Archiv für Erforschung des Mittelalters（以下 DA）誌上で公開された。新版刊行担当者が一堂に会

したこのワークショップの成果は、今後の「カピトゥラリア」研究にとって重要な指針となるもの

であり、筆者（津田）が本稿執筆を思い立ったのもこのワークショップに触発されてのことであっ

6） 時代ごとの慣行の変化については、在地における国王巡察使の活動をサポートする意図で、君主が任地に
別個に書簡や命令書を送付している事例がルイ敬虔帝以降についていくつか紹介され、「カール大帝期のミッ
シの任務リストとしての『カピトゥラリア』に見られた文書作成におけるエコノミーとは異なった、命令伝達
における文書利用の様態」が指摘されていることは興味深く、さらなる詳論が期待される、菊地 2014b、36- 
37頁。
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た。以下では2014年の DA（70-1）に寄稿しているグラットハール、ドゥプルー、ウーブル、パッ

ツォルドの仕事を順に紹介していく。なお、2012年のワークショップ報告のうち、エスダースによ

る „Sakramentales“ in den italischen Kapitularien Ludwigs des Frommen und Lothars I.とシュ

ミッツによる Blick zurück nach vorn: Chancen computergestützten Edierensは本稿脱稿段階では

未刊行であるためここでは触れることが出来ない。また、グラットハールとウーブルは当該ワーク

ショップの成果以外にも「カピトゥラリア」に関して重要な仕事を刊行しているため、ここであわ

せて紹介することとする。

グラットハール

　シャルルマーニュ期の「カピトゥラリア」の刊行を担当するグラットハールは、2013年、2014年

と 2年連続して DA誌上に「カピトゥラリア」の史料論的論考を掲載した（Glatthaar 2013; Glatthaar 

2014）。2013年の論文は、805-806年にティヨンヴィルで出されたとされてきた「カピトゥラリア」

（旧版における43番と44番）の成立過程、諸版の相互関係を分析したものである。これらの「カピトゥ

ラリア」は極めて多数の写本中で伝存しており、相互に異なるいくつかのヴァージョンで伝わって

いることが以前から指摘されていた。グラットハールは同稿において、写本間の相違を丹念に分析

した上で、805-806年にかけての国王巡察使派遣とそれに付随する文書利用のあり方を具体的に解

明している（なお、この時期の活動については上述の「一般訓令」新版の解題部分においても詳細な議論が

なされており、あわせて参照すべきである）。彼によれば、これらのテクストは大きく 3つのヴァージ

ョンに分けることが可能であり、それぞれ、805年末に成立したテクストの草案、翌年初めの集会

において国王巡察使に与えられ、王国中で公知された公式版、さらなる補足を加えられた最終版に

あたるという。彼は、これらすべての版が宮廷に由来しており、そのすべてが宮廷に保管されてい

たと推測し、「カピトゥラリア」の持つ実務的性格を強調するとともに、「カピトゥラリア」の拘束

力を生み出すのが国王権力に他ならないというガンスホーフ以来のテーゼが再確認されたと述べて

いる。

　同稿の議論においては、これらのテクスト群が成立する805-806年の間に複数回国王巡察使の在

地への派遣（と宮廷へのフィードバック）が行われたことも指摘されており、上述の菊地重仁による

2論文で扱われている789年や801-803年の事例とも比較可能なものといえるだろう。ただし、こ

うした事例の位置付けについての理解は菊地（及び以下で紹介する諸研究）とグラットハールの間で

やや異なっている。大部分彼の手による「一般訓令」新版（の解題部分）においては、上述の通り

「一般訓令」と他の「カピトゥラリア」の関係についての議論はほとんど行われていなかったのであ

るが、同稿においてグラットハールは、この事例が「カピトゥラリア」の典型的事例Musterbei-

spielであると明言している。しかし、同稿においては「カピトゥラリア」の宮廷への保管を裏付け
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る証拠についての議論は事実上行われておらず（別稿での議論が予告されている）、こうした事例をど

れだけ他の「カピトゥラリア」に一般化出来るのかについては疑問が残る。筆者が調査した限りに

おいて、宮廷アーカイヴへの保管を「カピトゥラリア」全体に一般化することを可能とするような

証拠は、シャルルマーニュ期 ･ルイ敬虔帝期に関しては一切見られなかったためである（津田 

2013a）。段階を踏んで 3つのヴァージョンが成立したにもかかわらず、それらすべてが宮廷に保管

されていた理由や、「最終版」の成立後も「草案」や「（第一の）公式版」が写本中に筆写され続ける

ことについての説明も見られない。詳細な写本分析に基づいた805-806年のテクスト群の成立に関

する議論は一定の説得力を持っているものの、「カピトゥラリア」の拘束力を国王の権威に由来さ

せるというガンスホーフ説の再強調や、これが「カピトゥラリア」の典型的事例であるといった言

説は、「カピトゥラリア」の多様性や文書利用の柔軟性の強調という近年の動向とはやや距離を置

いたものであり、グラットハールの「カピトゥラリア」理解が少なくともこの段階では相当程度保

守的であったことが反映されているのかもしれない。

　他方で、2014年の論文（2012年のワークショップの報告に基づくもの）においては、グラットハール

の「カピトゥラリア」理解が相当程度柔軟なものに変化してきていることが読み取れる（Glatthaar 

2014）。同稿は、一つの「カピトゥラーレ」内部に、王が一人称で語る形式と三人称の語りの中で第

三者として国王が言及される事例が混合してあらわれるという、古くから知られてきた事例を扱っ

たもので、グラットハールはこうした「混合形態」が見られるシャルルマーニュ期の「カピトゥラ

リア」を多数取り上げ、一つ一つの文言について誰が誰に語っているのかといった諸要素を丹念に

分析 ･考察することで、それぞれの「カピトゥラリア」の成立事情を明らかにしている。同稿はシ

ャルルマーニュ期の多くの「カピトゥラリア」についてさまざまな新知見を提示しており、それら

すべてをここで紹介することは出来ないが、集会の場で成立した「カピトゥラリア」に「混合形態」

が現れている事例が多いこと、「混合形態」や君主が一人称で語る形態がいわゆる「部族法典付加勅

令」にはほとんど現れないことの指摘は重要である。また、いくつかの事例では、幼年の王を戴く

副王国における摂政や国王巡察使を担当する役人が、事前に容易された草案テクストを基盤として

さらに内容を補足していく様も明らかにされている。そして、丹念な分析から「カピトゥラリアの

成立事情」に迫ることに成功した同稿の末尾では、「カピトゥラリア」の様式の多様性が強調され、

ここで明らかになった事例は決して一般化出来ないということが明言されているのである。「混合

形態」から成立事情を読み取るという手法はすでにペッセル（Pössel 2006）やパッツォルド（Patzold 

2007b）によっても行われてきたものであるが、同稿でのグラットハールの分析は、検討対象とされ

ている事例数や検討の詳細さにおいてこうした先行研究の水準を大きく超えるものであるといって

良い。
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ドゥプルー

　2012年のワークショップでの報告に基づくドゥプルー論文（Depreux 2014）は、主としてルイ敬虔

帝時代の「カピトゥラリア」を対象に、旧版においてそれぞれの「カピトゥラリア」に付された名称

が、テクストの性質を理解する妨げになっていることを指摘したものである。ドゥプルーは、従来

の（多くの場合同時代の文言に基づかない）名称のもつ様々な問題点を指摘し、新版においては教会会

議の版と同様に各テクストに番号のみを付す方法を提唱している。旧版の「カピトゥラリア」の名

称がしばしば写本における根拠を持っていないことは以前から繰り返し指摘されてきたことである

が、ドゥプルーの論点はそこにとどまらない。同稿ではさまざまなテクストが分析の対象となって

おり、特に目を引くのは、詳細な写本分析を通じて、「部族法典付加勅令」（と呼ばれてきたテクスト

群の一部）が、「部族法典」への「付加」ではない可能性を指摘している点である。また、条項の内

容や文体の分析（ここでは Glatthaar 2014と同様の手法が用いられている）から、ルイ敬虔帝のいくつか

の「カピトゥラリア」が、一つの王国集会において用いられたArbeitsmaterialであることを明らか

にした点も見落とせない。そこには、それぞれ「将来の集会での議論のたたき台となるテクスト」、

「集会での決定の記録」、「協議の結果を受けて派遣された巡察使と皇帝の謁見の記録」など極めて

多様なものが含まれているとして、「カピトゥラリア」という一ジャンルへの所属を示唆する名称

を付した場合には、そうした多様性が覆い隠されてしまうとの指摘がなされている。そして、これ

らのテクスト群がすべて同一の王国集会に付随して用いられたものであったということを解明した

点も重要である。ドゥプルーは特にこの点を強調しているわけではないが、シャルルマーニュ期に

ついて上述の菊地論文（菊地 2014a；菊地 2014b）が明らかにしたのと同じように、ルイ敬虔帝期に

おいても多数の文書が集中的に用いられる時期が存在したのであって、我々に伝わっている「カピ

トゥラリア」は必ずしもルイ敬虔帝治世全体にまんべんなく位置付けられるわけではない可能性が

高い。ここから浮かび上がってくるイメージは「（シャルルマーニュと同じく）毎年のように多数の

『勅令』を発布したルイ敬虔帝」という伝統的イメージとは全く異なるものなのである。

ウーブル

　上述の通り2014年から始まった16年間のプロジェクトにおいて、ルイ敬虔帝期以降の「カピトゥ

ラリア」新版作成を主導する立場となったウーブルは、近年極めて活発に成果を公表している。

2012年のワークショップの報告に基づく DA論文（Ubl 2014a）は、マキタリックによるテーゼ（Mc-

Kitterick 1989；McKitterick 1993）以来通説の位置を占めるに至っていた、ルイ敬虔帝のいわゆる

「レーゲス写本室」の問題を再検討したものである。マキタリックは、ルイ敬虔帝がいわゆる「部族

法典」や「カピトゥラリア」を体系的に筆写 ･伝播させた証拠として、宮廷の（又は宮廷と密接に結び

ついた）「レーゲス写本室」で作成されたとされる写本をいくつか提示していた。「カピトゥラリ
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ア」が宮廷の「レーゲス写本室」で体系的に筆写 ･伝播されたというテーゼについてはすでにモル

デク（Mordek 1996a）の批判があり、筆者（津田）もかつて批判的に取り上げたことがあった（津田 

2013a）が、モルデクも筆者も「レーゲス写本室」の存在それ自体を疑うことはなかった。それに対

しウーブルは、「レーゲス写本室」産とされてきた写本群を古文書学 ･古書冊学的に詳細に再検討

することで、マキタリックのテーゼが根拠を欠いていることを浮彫にし、さらには「レーゲス写本

室」産とされてきた写本中に改訂前のサリカ法テクストが収録されているという以前から知られて

いた問題についても、それらの写本と宮廷との結びつきを否定することで説得的な説明を提示する

ことに成功している。同稿の議論は、一見「レーゲス写本室の不在」を証明するという非建設的な

ものに終始しているようにも思われるかもしれないが、「部族法典」が（「カピトゥラリア」や書式集と

同じく）宮廷ではなく在地のイニシアチヴで大量に筆写されていたという指摘は、ルイ敬虔帝時代

における文書利用の増大という周知の事実を従来説とは異なる形で解釈する可能性を提示するもの

であり、「カピトゥラリア」研究にとっても極めて重要である。

　ウーブルは2014年にシャルルマーニュ期のいわゆる「法改革」についても論文を公表している

（Ubl 2014c）。同稿にはフランク王国におけるローマ法の存続の問題や、文字の形の規範の重視とい

った極めて重要な論点が含まれているが、ここではそれらのすべてを紹介することは出来ない。し

かし、従来798年に成立したと考えられてきたサリカ法 E版を「一般訓令」と同じ789年に成立した

ものととらえ、802年前後の法改革に先だって789年に大規模な立法活動 ･法典改定活動が存在した

と指摘している点は、「カピトゥラリア」を考える際にも極めて示唆に富んでいる。ウーブルは789

年と802年の活動の類似性を強調するとともに、800年以前に国王による立法活動が集中的に行われ

るのは789年のみであるという点を強調するのである。上述の菊地論文（菊地 2014a；菊地 2014b）や

ドゥプルー論文（Depreux 2014）の部分で述べた知見がここでも確認されているといえるのではない

だろうか。

　ウーブルは「教会会議」の新版刊行に際してのシンポジウムにおいての報告に基づく論文も DA

誌上に刊行している（Ubl 2014b）。ここで扱われるのは東フランク王国のトリブルで895年に開催さ

れた教会会議であり、結婚関係の規定の分析から、司教と俗人の間の緊張関係を読み取る作業が考

察の中心に置かれているため、一見すると「カピトゥラリア」研究とは無関係な論考であるとの印

象が得られるかもしれない。しかし、前稿（津田 2012b）でも指摘したように「教会会議決議」と

「カピトゥラリア」の境界線は明確なものではなく、そもそもトリブル会議決議は「教会会議」新版

刊行前はMGHの「カピトゥラリア」の旧版において刊行されていたのである。そして 3つのヴァー

ジョンで伝存しているトリブル教会会議決議の相互比較を通じて、教会会議のみに由来するのは一

つのヴァージョンのみであり、残り 2つは会議終了後にそれぞれ手を加えられた形を示しているこ

と、2つそれぞれの編集手法が大きく異なることを明らかにした同稿の議論は、「カピトゥラリア」
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の成立過程を考える際にも重要な事例であるといって良い。同稿は、前述したグラットハール論文

（Glatthaar 2014）や次に紹介するパッツォルドの研究（Patzold 2014）が明らかにした知見とあわせて

参照されるべき重要な事例を提示しているのである。

パッツォルド

　2012年のワークショップにおける報告に基づく DA論文（Patzold 2014）が扱うのは、ベネディク

トゥス ･レヴィタの「（偽）カピトゥラリア蒐集」に収録されているの 1つの条項である。パッツォ

ルドはこの条項の出所を探る議論を出発点に、829年ヴォルムス集会に際してルイ敬虔帝が出した

と考えられてきた「カピトゥラリア」群を収録する写本系統を検討し、この条項が828-829年にか

けての大小の集会の協議の経過の中で進められた改革に関係するものであることを明らかにし、

829年のヴォルムス集会に際して作成された「カピトゥラリア」には、集会での議論を踏まえた「完

全版」と、集会前に巡察使に与えられていた暫定版が存在した事を指摘している。すでに何度も繰

り返してきたように、ここでも比較的短期間の間に多様な文書が作成 ･利用 ･改訂されていく様が

明らかになっているのである。

　なお、同稿末尾においてパッツォルドは、「カピトゥラリア」が「君主の勅令 Herrschererlasse」

であるとの理解への疑いや、「カピトゥラリア」を法制史的に狭く捉えるべきではないということ

をも明言しており、こうしたことを強調する点においては他の論者と大きく態度が異なっている。

ただし、それと合わせて「カピトゥラリア」（とみなされてきたテクスト群）が君主を中心とする政治

的慣行を色濃く反映した文書群であるという点もあわせて指摘されていることは見落とせない。

「カピトゥラリア」一つ一つを研究することで、当時の文書慣行やコミュニケーションのあり方が

明らかになるということであろう。現在の所「カピトゥラリア」研究者でこうしたことを明言する

のはパッツォルドのみではあるが、すでに紹介してきた他の論者の仕事を見れば、パッツォルドの

述べることの意義は自ずと明らかになろう。すなわち、同稿が扱う828-829年の事例のみならず、

グラットハールが806年前後について、菊地やウーブルが789年や801-803年について、ドゥプルー

がルイ敬虔帝治世前半についてそれぞれ明らかにした事例から浮かび上がってくるのは、「王国集

会や教会会議での決定を文字化し勅令として発布したものがカピトゥラリアである」という単純な

イメージとはかけ離れた文書利用とコミュニケーションの慣行なのである。

ま　と　め

　これまで、前稿（津田、2012b）以降の約 3年間にあらわれた「カピトゥラリア」の研究動向を概観

してきた。現在の「カピトゥラリア」研究においては、かつて活発になされていた「カピトゥラリ

ア」の法的有効性の源泉をめぐる議論や、「同意」定式の法的意義をめぐる議論、「カピトゥラリ
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ア」をいくつかの類型に分けて理解しようとする試みなどはほぼ完全に消滅したといって良い。む

しろ、どのような場でどのような形でテクストが成立し、どのような形で複製 ･伝達され、どのよ

うな経緯を経て現在我々が手にするような形になっていったのかといった実践的な観点が前面にあ

らわれてきている。前稿では、真の意味で「カピトゥラリアの成立」を扱うタイプの研究が欠けて

いることを指摘したのであるが、本稿で紹介した研究の多くがこうしたテーマに取り組んでおり、

前稿で紹介した新動向を発展させる形で着実な成果が挙げられているとの印象を得た。そしてそこ

から浮かび上がってくるのは、「カピトゥラリア」に対する硬直的な理解が打破され、君主を中心

とした当時のコミュニケーションの中で極めて多様な文書群が柔軟に用いられれている姿である。

こうした方向からの研究がある程度蓄積される中で、「毎年のように王国集会で勅令（＝カピトゥラ

リア）を発布したシャルルマーニュやルイ敬虔帝」という従来の素朴なイメージが書き換えられる

可能性も生じているように思われる。

　このような形で「カピトゥラリア」新版担当者やその他の論者の研究に一定の方向性が検出され

る一方で、「カピトゥラリア」とは何かという問いに対して積極的に自説を提示する論者がパッツ

ォルドのみである点は強調されるべきであろう。前稿でも述べたように、筆者（津田）は少なくと

もシャルルマーニュ期 ･ルイ敬虔帝期に関しては、パッツォルド同様「カピトゥラリア」＝「君主の

勅令」という理解を避けるべきであり、そもそも「カピトゥラリア」なる文書類型の存在を前提せ

ずに議論を進めるべきであるという考えを持っているのであるが、新版担当者のグループ内には、

「カピトゥラリア」の理解に関して微妙なずれが存在しているように感じられる。例えば、ウーブ

ルは2014年に刊行した概説書 （Ubl 2014d）においては、「カピトゥラリア」なる文書類型の存在が自

明の前提であるかのような記述を提示している 7）。ドゥプルーも「カピトゥラリア」とされてきた

テクスト群の多様性を強調しながらも、「カピトゥラリア」の語でどのようなテクスト群を念頭に

置いているのかを明らかにすることなく、「カピトゥラリア」概念の利用を放棄していない様子で

ある 8）。しかしながら、こうしたずれは、新版担当者間で何度か会合を重ねる中で少しずつ埋ま

っていっているのかもしれない。すでに指摘したように、2013年の論文では極めて保守的な「カピ

トゥラリア」理解を提示していたグラットハールが、2014年の論文では相当程度柔軟な理解へと態

度を変えていることが読み取れるのである。新版刊行までにはまだ相当の時間がかかることが予想

7） このことは、「シャルル禿頭王は、ルイ敬虔帝の息子の中で唯一君主の勅令（カピトゥラリア）という伝統
を継続した」（Ubl 2014d, p.101）という文言から明らかになる。ただし、「シャルルマーニュのカピトゥラリ
ア」に言及していると思われる p.57では慎重に「命令Verordnungenと立法 Gesetze」 という言い回しを用い、
「カピトゥラリア」という語を避けている。

8） 彼は、旧版における134番と135番の名称が Capitula legibus addendaであるせいで、これらが「カピトゥラ
リア」というしっかりと確立されたカテゴリーに属するかのような印象が生まれてしまう（Depreux 2014, p.  
95）として、こうした名称の問題点を指摘するのであるが、本論中では繰り返し断りもなく（引用符もなく）
「カピトゥラリアKapitularien」という語を利用し続けている。
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されるため、こうした点の議論は個別の「カピトゥラリア」の分析と平行して進められていくのか

もしれない。事実、新版刊行担当者たちは定期的に編集会議を開催し 9）、2012年のワークショッ

プ以外にも、さまざまな国際学会において顔を合わせている様子であり10）、そうした機会を通じて

担当者間の「カピトゥラリア」理解の溝が埋められていくことが期待されるのである。

本プロジェクトの枠内での筆者による研究

　筆者（津田）は本科研プロジェクトの期間中、「カピトゥラリア」に関する論文をいくつか刊行す

ることが出来た。2012年の論文（津田 2012a）についてはすでに前稿（津田 2012b）において一部概要

を示したので、2013年以降の成果の意義について、これまで紹介してきた近年の研究動向と関連付

けてまとめておきたいと思う。

　「カロリング期フランク王国における『カピトゥラリア』と宮廷アーカイヴ」（津田 2013a）は、シ

ャルルマーニュ期 ･ルイ敬虔帝期の「カピトゥラリア」のうち、宮廷アーカイヴへの保管に関する

情報を含むものを取り上げて、当時の文書利用のあり方を分析したものである。「カピトゥラリ

ア」の保管の問題は、当時の宮廷アーカイヴの能力を考える際にしばしば引き合いに出されてきた

ものの、先行研究においては一致した見解は得られていなかった。ここでは、「カピトゥラリア」

なる文書類型の同時代性を疑った上で分析を行うことで、この問題に新しい知見を加えることを試

みたのである。その結果、少なくともシャルルマーニュ期 ･ルイ敬虔帝期には、「カピトゥラリア

の体系的保管の試み」は存在していなかったこと、文書の保管が試みられた事例では一定程度それ

が実現していたことがそれぞれ明らかになった。また、この時代の文書利用のあり方を考える際に

は一部の事例を一般化することは許されないということもあわせて指摘された。

　すでに見てきたように、ウーブル（Ubl 2014a）は、ルイ敬虔帝時代の体系的文書保管の根拠の一

つとされてきた「レーゲス写本室」の存在を説得的に否定し、この時代の文書の筆写は大部分在地

のイニシアチヴに基づいているということを強調していて、筆者（津田）の理解と通底する部分も

あるものと思われる。他方でグラットハールは繰り返し、シャルルマーニュ期の「カピトゥラリ

9） http ://capitularia.uni-koeln.de/によると、2014年 9月 4日の編集会議では、当該ウェブサイトにおける写
本のトランスクリプションデータの提示方針が決定されたようである。

10） 例えば2014年 3月にパリで行われた国際学会 ‘Charlemagne. Les temps, les espaces, les hommes. Constru-
ction et déconstruction d’un règne’ には、ウーブル、ドゥプルー、パッツォルドの 3名が参加し、それぞれ
研究成果を報告している （http://charlemagne.hypotheses.org/にて報告の動画を閲覧可能）。同年 7月の
リーズ国際中世学会においては、‘Law and Empire : Editing the Carolingian Capitularies’ と題してウーブル、
ドゥプルー、エスダース、パッツォルドが G. シュミッツや他の英独の研究者らとともにセッションを組織し
ている。また、パッツォルドとドゥプルーが主催して同年 9月アーヘンにて行われた国際学会 ‘Politik und 
Versammlung im Frühmittelalter’ には、ウーブルとエスダースも参加している。
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ア」の体系的蒐集（しばしば「サンス蒐集」と呼ばれてきたもののシャルルマーニュ期の部分）がシャルル

マーニュの宮廷アーカイヴに保管されていた「カピトゥラリア」を利用しているとの見解をほのめ

かしており（Glatthaar 2013; Glatthaar 2014）、それが証明された場合、筆者（津田）の見解は大きな修

正を余儀なくされるであろう。グラットハールは現段階ではこうした考えについての根拠を明確に

示してはいないものの、別稿での詳論を予告しているため、今後の動向に注目していきたい。

　「シャルルマーニュ期 ･ルイ敬虔帝期のいわゆる『カピトゥラリア』についての一考察」（津田 

2013b）は、シャルルマーニュ期 ･ルイ敬虔帝期を対象に、「カピトゥラリア」自体の文言に含まれ

る過去の「カピトゥラリア」への言及や、集会での成立を示す文言に注目して、「カピトゥラリア」

と見なされてきた文書群の中に極めて多様な機能を持つ文書が含まれていることを明らかにしたも

のである。「カピトゥラリア」は伝統的に「集会の場で聖俗貴顕の同意を得て出される勅令」である

と見なされてきたのであるが、そうしたイメージに合致するものは「カピトゥラリア」の中のごく

一部のみであるということも、分析の結果浮かび上がってきた。

　カロリング期全体を対象に叙述史料（年代記や君主の伝記）における文書利用への言及を網羅的に

分析した「カロリング期の統治行為における文書利用―シャルルマーニュ期は『カピトゥラリア

の最盛期』だったのか」（津田 2014a）でもこうした結論は再確認された。通説では、「カピトゥラリ

ア」はシャルルマーニュ期 ･ルイ敬虔帝期に大量に出されたものの、カロリング後期になるとその

数は大幅に減少し、西フランクのシャルル禿頭王のみがこうした伝統を継続したと言われている。

しかし、同稿の分析からは、カロリング期全体を通じて、叙述史料で言及される「集会の決定の文

字化」の事例数はさほど多くはなく（各君主の治世ごとに数回程度）、シャルルマーニュ期 ･ルイ敬

虔帝についてもカロリング後期についてもその頻度はほとんど変化していないことが明らかになっ

た。従来の「最盛期たるシャルルマーニュ期 ･ルイ敬虔帝期」というイメージと叙述史料から浮か

び上がってくるイメージのずれは、「最盛期」の「カピトゥラリア」の多くが、「勅令」ではなく「情

報伝達の際の補助的文書」であることに由来していると想定出来る。後者のタイプの文書は叙述史

料の言及対象とはなり得ないことが推測出来るのである。

　この 2つの論考の分析結果を総合すれば、伝統的な「カピトゥラリア」のイメージに合致する

「勅令」のごときものが出されたのは、各君主治世において数回にとどまるのであり、それ以外の

大多数の「カピトゥラリア」は「勅令」とは異なる極めて多様な役割をもつ雑多なものであったとい

うイメージがあらわれる。他方で、本稿で紹介したように、近年の「カピトゥラリア」研究におい

ては、各君主治世において何度か集中的に文書が利用される時期が検出されるということが明らか

にされている（789年、801-803年、805-806年、829年など）。そして、上で紹介した研究は、それまで

「成立年」未確定とされてきた「カピトゥラリア」の多くが、こうした集中的文書利用の時期と結び

ついていることを突き止めている。筆者の研究が指摘した「勅令」のイメージをもつ文書が生まれ
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ている時期が、まさしくこうした集中的文書利用の時期とほぼ合致していることは重要である。こ

うした各君主治世に数回のみ存在した「勅令」発布の機会の前後に、さまざまな性質を持った補助

的文書（協議の議題や事前に準備された草案、中間報告文書、決定事項の非公式なメモ、国王巡察使が用い

る文書などなど）が多数用いられていたという文書利用のあり方が想定出来るのである。

　このように、筆者（津田）の研究とここ数年の「カピトゥラリア」研究が提示する結論には様々な

形で共通点が見られる。他方で、近年の研究が指摘していない重要な論点も残されていると思われ

る。本稿前半で紹介した近年の研究は、基本的にシャルルマーニュ期 ･ルイ敬虔帝期にのみ焦点を

あてているため、時代ごとの慣行の変化に関する考察が全くなされていないのである。それに対し

筆者は、上述の 2論文（津田 2013b；津田 2014a）において、シャルルマーニュの皇帝戴冠以前、シ

ャルルマーニュの皇帝戴冠以後、ルイ敬虔帝期、ヴェルダン条約以降の各分王国における文書慣行

が、それぞれ大きく異なっている可能性を（やや仮説的にではあるが）指摘した。とりわけ、叙述史

料にあらわれてこないタイプの「カピトゥラリア」（＝「勅令」ではないさまざまな補助的文書）の領域

において、変化が大きいとの印象がある。皇帝戴冠以降に国王巡察使向けと思われる文書が増加す

ること、シャルル禿頭王期には叙述史料にあらわれてこない補助的文書においても文書形式が整っ

ていくことなどがその理由である（津田 2014a）。また、君主自身が「カピトゥラリア」の中で過去の

「カピトゥラリア」に言及する事例の分析は、800年の皇帝戴冠前後やシャルルマーニュ期とルイ敬

虔帝期の間に文書慣行（または過去の文書に対する認識）に大きな断絶が存在する可能性を浮彫りに

した（津田 2013b）。

　こうした観点から、従来、そして近年になってもほとんど研究が進められていないシャルル禿頭

王期の「カピトゥラリア」を取り巻くコンテクストを分析したのが、「西フランク王国の統治行為に

おける文書利用―いわゆる『カピトゥラリア』を中心に」（津田 2014b）である。この時代につい

ては、これまで「シャルルマーニュ期以来の慣行が連続していた」という単純な把握がなされてき

た。しかし同稿の分析により、シャルルマーニュ期やルイ敬虔帝期と大きく異なり、「カピトゥラ

リア」を一文書類型として把握する態度があらわれていること、それらを体系的に生産 ･伝達 ･保

管する試みが検出されることが明らかになり、文書慣行が根本的に変化している可能性が高いこと

が指摘されたのである。また、かつて筆者が指摘していたように（津田 2012a）、ルイ敬虔帝時代の

827年に成立していたフォントネル修道院長アンセギスによる「カピトゥラリア蒐集」が、こうした

シャルル禿頭王時代の文書慣行 ･文書認識に大きな影響を与えていることも再度確認された。アン

セギスの「カピトゥラリア蒐集」に、シャルルマーニュ期 ･ルイ敬虔帝期の多様な文書群が「勅令」

のごとき文書とともに区別なく蒐集されたことで、これらがすべて「カピトゥラリア」なる一文書

類型に属するという認識が生じたのである。

　このように、本研究プロジェクトの枠内で提示した筆者（津田）の主張には、1）今後の研究によ
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り修正される可能性を含んだ未確定な知見、2）近年の研究動向と補完関係にあると思われる知見、

3）他の研究者が見落としていると思われる視点から提示された独自の知見がそれぞれ含まれてい

る。現状での大きな問題は、筆者の研究成果の多くが邦語でのみ提示されており、外国語による成

果の発表は、2012年の邦語論文（津田 2012a）をもとに加筆修正を施した一つの（Tsuda 2013）及び 2

度の口頭報告（2011年インスブリュック、2013年テュービンゲン）のみにとどまるという点である。本

研究プロジェクトの枠内で獲得することが出来た知見を広く欧米学界（とりわけドイツ語圏の学界）

に披露し、議論を重ねていくことが、今後の重要な課題である11）。

おわりにかえて：コルビーのアダラールとカロリング期の文書利用

　最後に、本科研プロジェクトとの関連で、グラットハールによる近年の「カピトゥラリア」研究

がシャルルマーニュ期の「カピトゥラリア」の多数にコルビー修道院長アダルハルドゥスが関与し

ていることを強調している点を指摘しておきたい（Glatthaar 2013; Glatthaar 2014）。アダルハルドゥ

スは個別の「カピトゥラリア」の文言作成に関与していたのみならず、国王巡察使全体を管轄する

ごとき役職として「カピトゥラリア」と国王巡察使の集中的投入に関与したり、イタリア副王の摂

政としてイタリアの「カピトゥラリア」の作成に関与したりといった活動を行っていた可能性が指

摘されているのである。アダルハルドゥスの修道院内における活動については、本プロジェクトの

中で丹下による諸論考が詳細な分析を行っているため、ここであらためて繰り返す必要はないと思

われるが、アダルハルドゥスはミクロ ･マクロの両レヴェルでカロリング期のフランク王国におけ

る文書利用に深く関わっていた人物であった可能性が高い。こうした形でさまざまな「カロリング

的」文書利用のあり方が、アダルハルドゥスに由来するのであれば、彼の死後、とりわけヴェルダ

ン条約後の各分王国において、それがどのように継承されたのか、またはどのような変化を見せた

のかについての考察を行うことが、我々に残された極めて重大な課題であると考えられる。

11） 本稿脱稿後に『史学雑誌』論文（津田 2014a）をベースに加筆修正を施したドイツ語論文War die Zeit Karls 
des Großen ‘die eigentliche Ära der Kapitularien’？が、Frühmittelalterliche Studien 49, 2015に掲載される
見通しとなったことを付記しておきたい。
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